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きく影響している。地震の４日後に県医師会長に
現地への支援を申し出たところ、さいたまスー
パーアリーナに福島県から約3,000人が一時避難
しているのでリハビリテーションの視点からでき
ることを見てきてくれと依頼されたところから始
まった。そこではアリーナ周りの回廊にダンボー
ルと毛布で生活し、運動量も確保されていなかっ
たので、座ったままでもできるストレッチ体操を
やろうと声をかけて回った。その後、旧騎西高校
の廃校校舎に双葉町の人たちが避難してきたのだ
が、私たちの病院だけではやりきれない。県医師
会、理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会
の４団体で廃用症候群予防
を目的とした合同のリハビ
リテーションボランティア
組織「CBR-Saitama Med.」
をつくった。
この活動はその後全国の

組織にもつながるのだが、県
議会で埼玉県の対策につい
て質問があった際に私に話
が振られた。これはチャンスと
地域包括ケアの実現に向け
た地域リハビリテーション支
援体制づくりを進めようと主
張し、リハ職が活動できる基
盤づくりを非公式なかたちか
ら始めた。
　埼玉県における地域リハビリテーション支援体
制（図３）の特徴は、地域リハビリテーション・
ケアサポートセンターと呼ばれる県の組織、いわ
ゆる広域支援センターが県内に10か所あり、そこ
に市町村の地域包括支援センターや障害者相談支
援センターから、リハ職の派遣、相談への対応、
研修の実施や、地域ケア会議や介護予防教室等、
さまざまな相談や依頼が入る。その際の支援はケ
アサポートセンターから直接ではなく、連携して
いる307か所の医療機関あるいは老人保健施設か
らリハ職が派遣される。
この仕組みの大元は、東日本大震災のときに
県医師会長が各医療機関に「所属のリハスタッフ

をボランティアで出してくれないか」という要請に
応じて派遣した医療機関が中心になって続けら
れている。その基盤があったからこそ、今回こうし
たサポートセンターによる地域リハビリテーション
活動に協力してくれるところが300か所以上ある。
例えばある地域の地域包括支援センターから相
談が入ると、その地域に一番近い協力医療機関
から理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が支援
に入ることで、顔の見える関係がつくられていくと
いう活動をしている。決してすべてがリハビリテー
ション専門病院ではないが、意気に感じて動いてく
れているところが多いのが埼玉県の特徴といえる。

終わりに
　繰り返しになるが、住民主体の実現には、医療
機関や関係団体の協働による支援が必要となる。
埼玉県や川越市の取り組みは、まさに医療機関や
関係団体の協働による支援を実現しているわけで
あり、結果的にはこれが地域づくりやまちづくり
にもつながっていくと私たちは考える。たとえ障
害があっても再びその人らしく生き生きとした生
活ができるように、私たちは何をするべきかが大
事なポイントになる。地域のために、社会のため
に何をしていくか。皆さんと一緒に考えていけれ
ばと思う。

■図3 埼玉県における地域リハビリテーション支援体制
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　約９年前、下咽頭がんが見つかった。放射線治
療を受けたが、その９か月後に食道

せんこう

穿孔を起こし
下咽頭切除、喉頭摘出を余儀なくされた。私は声
を失ったのである。
　以降、現在まで残念ながら、医師の立場でのが
んに対するリハビリテーションのかかわりがほと
んどなかった。外来でのかかわりも少ない。なぜ
なのだろうか。
　がんリハビリテーションの定義は、「がん患者
のQOLの改善を目的とする医療ケアであり、が
んとその治療による制限を受けたなかで、患者に
最大限の身体的、社会的、心理的、職業的活動を
実現させること」とされている。
　がんと診断されてから受けるリハビリテーショ
ンは一般的に、予防期（急性期）・回復期・維持
期の３段階に分かれる（従来は緩和期を最後にし
た４段階であるが）。さらに診断後の早期から終
末期にかけての疼痛コントロール、生きがいの再
獲得、ご家族へのケアといった観点から緩和的が
んリハビリテーションも存在する。
　では各病期で適切にリハビリテーションが提供
されている環境なのだろうか。
　予防期を過ぎると退院し、回復期の病期に入
る。2010年度の診療報酬改定で「がん患者リハビ
リテーション料」が算定可能となった。本算定で
は、がんを横断的に見すえて障害に焦点が当てら

れており、合併症や後遺症の予防を目的に、治療
前からリハビリテーションを行うことが可能とな
り、画期的と言える。
　しかしあくまでも入院中の対応であり、外来で
は十分に行えていない。がん診療連携拠点病院に
対して行われたアンケートでも、入院でのがんリ
ハビリテーションは97.4％実施されているのにも
かかわらず、外来での実施は39.1％に過ぎないと
いう結果であった。
　介護保険下における在宅療養中の場合には、訪
問リハビリテーションや通所リハビリテーション
を利用することが可能だが、がんサバイバーの多
くである65歳未満では、末期のがん患者しか認め
られておらず、65歳以上でも要介護認定を受けな
ければ利用できない。また、地域におけるリハビ
リテーション専門職の充足度、ケアプランを立案
するケアマネジャーのリハビリテーション医療に
関する知識の量により、リハビリテーションサー
ビスの提供体制に未だばらつきがあるのが現状で
ある。
　がんリハビリテーションが広まっていくために
は、医療行政上の後押しが必要であると感じてい
る。さらにリハビリテーションアプローチによる
ADL上の治療効果を求めるのみならず、症状緩
和や精神心理面を主体とした対応が大事であると
考える。

巻頭言

太田 利夫
日本リハビリテーション病院・施設協会  理事

社会医療法人甲友会 西宮協立リハビリテーション病院 名誉院長

がんリハビリテーションが
広まっていくために

　日本リハビリテーション病院・施設協会の医科歯
科連携委員会では、「口のリハビリテーション」を
基に医科歯科連携の重要性やその意義を発信し
てきた。
　本シンポジウムでは、委員会企画として、リハビ
リテーション・ケアに必要な医科歯科連携につい
て、医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士の立場
から多職種への要望や、現状での連携医療の効
果や課題を検討し、生活を支え楽しむリハビリ
テーション・ケアのあり方について議論した。

　私は広島大学に在籍して
いたころから今日まで急性
期、回復期、維持期、生活期、
終末期に至るまでのすべて
のステージで歯科診療を実
践してきた。その経験を基に

リハビリテーション（以下：リハ）の各ステージにおい
て歯科医師に何ができるのか、何をすべきかにつ
いて話してみたい。 
　急性期とりわけ特定機能病院では、歯科医師は

手術をする患者の手術前後の口腔機能管理を担当
している。そんななか、急性期での歯科の関わり
は、口腔ケアのみ、あるいは緊急処置、応急処置
に止まっていることが多く、口腔機能回復といっ
た取り組みがなされていないことが多い。
　さらに、その後の回復期の病院には歯科がない
場合も多く、結局、口腔機能の改善、口腔のリハ
は何もされないままとなってしまうことから、急
性期や回復期できちんとした歯科治療ができるよ
うな連携をつくっておくことが、歯科のこれから
の仕事と考える。
　一方で維持期・生活期における歯科の目標は、
「口から食べる」をいかに守るかである。歯がな
いと食べられないと言われたりするが、歯もなく
義歯もないままで通常の食事を摂られている方が
少なからず存在する。このような方は、顔がク
シャクシャになるぐらいまで下顎を引き上げて食
べている。下顎をここまで大きく動かすことがで
きればある程度のものは食べられる。
　ただし、ここまでの筋力を発揮することができ
ない場合は、歯や義歯が必要である。
　食べるのが困難とされた経鼻経管栄養の患者
で、義歯を修理して使えるようにしたことで経口
からの食事が再開できるようになった症例につい
て論文発表されている。ここでは義歯装着により

下顎が安定して舌が動きやすくなったことが飲み
込みやすくなった理由と結論づけられている。
　このように口腔の形態を修正して、機能に変化
をつけられるのは歯科医師のみである。摂食嚥下
障害に対するリハは、リハと栄養と口腔の三位一
体での取り組みが重要である（図表1）。
　「この人のお口をどういうふうにしてあげれば
いいんだろう」と、現場でそれぞれの立場から考
えていくことが大切であり、そこから歯科との連
携が始まるものと思われる。

　全国の回復期リハビリ
テーション病棟で歯科衛生
士を常勤で配置している病
棟は1,028病棟中47病棟
（4.6％）ときわめて少ない。
私が勤務している西広島

リハビリテーション病院は３病棟139床あり、全
棟に歯科衛生士を１名ずつ配置している。
　回復期病棟を退院後の患者には、健康に安全に
暮らしていただきたいと願うが、退院後の在宅生
活では誤嚥性肺炎の発症、低栄養・脱水、転倒に
よる骨折などのリスクがある。そこで回復期病棟
の入院中に口腔環境を整え、退院後も口腔健康管
理を維持できるように支援することが重要になっ
てくる。
　回復期病棟に配属されている歯科衛生士は、衛
生面を管理する口腔衛生管理と、リハビリテー
ションの上では非常に重要な口腔機能の向上の両

方を管理することで、患者の全身の健康を保つた
めに寄与できると思っている。
　入院の初日に全例に対して歯科衛生士が口腔
アセスメントを実施。また言語聴覚士と共同で
舌、口唇、頬などの機能評価、食事場面や整容
動作も多職種で合同評価し、当日中に口腔ケア
プランを立案。週に１度のチームカンファレン
スで見直している。入院時の口腔アセスメント
で、歯科治療が必要と思われる患者に対して
は、当院は歯科がないため、訪問歯科と連携し
て治療している。
　当院の入院患者のうち約半数が義歯をもってい
る。要歯科治療患者に対し、早期の介入をするこ
とで昨年度訪問歯科が行った治療の約60%が義歯
に関する治療であった。義歯を治療した99名のう
ち49名が食形態の向上につながった。高齢の患者
でも朝はパンが食べたいと言われる方が多く、義
歯の治療を行うことでパンが食べられるように
なったことは食の満足度にもつながっている。
　当院の歯科衛生士が取り組んでいる退院支援と
して、退院前カンファレンスへの参加や歯科サマ
リーの作成、介助指導や地域に向けた研修会を実
施している。主に入院中に歯科治療を行って継続
した治療または経過観察が必要な患者等、リスク
管理や注意を要する患者に対して歯科サマリーを
作成している。歯科サマリーはこれまで自由記載
だったが、医科歯科連携推進委員会で新たな
フォーマットが完成したので、今後導入して退院
支援につなげていきたい。
　また、当院の歯科衛生士としての介助指導にお
いて「リハビリノート」という介助指導用のパン
フレットを活用し、患者への実地指導も行ってい
る。大事なのは退院後の口腔健康管理を維持、継
続することなので、家族の介護負担の軽減も考慮
しながらポイントを簡潔に伝えている。口腔健康
管理を維持するためには専門的な口腔ケアが欠か
せないので、地域の訪問歯科や担当のケアマネ
ジャーとも連携している。退院支援、地域に向け
て、退院後も口腔健康管理が維持できるように支
援することでより健康的な在宅生活をサポートで
きると思っている。

　私が勤務している病院に
は歯科がないので病院の
垣根を越えて地域の歯科と
連携し、歯科医師と一緒に
地域で嚥下プロジェクト活
動を行っている。2010年に

南宇和歯科医師会により口腔ケア研究会が設立さ
れ、口腔ケア、誤嚥性肺炎の予防に取り組むこと
になった。さらに地域全体で口から食べることに
取り組もうと、2018年に「最期まで口から食べら
れる町の実現」をめざし、愛南町嚥下プロジェク
トチームを立ち上げた。当院の看護師と地域の歯
科医師の６名で始動したが、いまは保健師、栄養
士、介護施設言語聴覚士、訪問看護ステーション
言語聴覚士、急性期病院看護師、地域歯科医師、
療養型病院看護師、企業、居宅介護事業所ケアマ
ネが加わり、多職種連携が行われるまでのチーム
になっている。①地域のなかで「食べる機能に問
題のある人を見つけ（気づき）、適切な人につな
ぎ（専門職）、食べる機能の維持・改善を図る」
ための仕組みをつくる。②仕組みを支える、ある
いは発展させる人材育成と人材確保をしていく、
と２つの目標を設定した。目標達成のための課題
として、①相談できる窓口がない②退院後の機能
の改善状況がわからないため、退院時の食形態が
いつまでも提供されている③いつ、誰（専門職）
に相談し、どのタイミングで病院受診すればいい
のかわからないという３点があげられた。
　そのため、2018年５月に当院に誰もが気軽に相談
できる「嚥下相談窓口」を開設。当院の受診歴にか
かわらず誰からの相談も無料で受けた。嚥下相談
窓口に来られる方の７割以上が在宅のケアマネや
介護施設の職員、役場の保健師からの紹介で来ら
れるので、これらの職種と連携して地域のなかで食
べる機能に問題のある人を見つけ、相談窓口につ
なぎ、食べる機能の維持・改善に取り組んでいる。
　私自身も７年前から介護に安心を添えたいとい

う思いから摂食嚥下障害患者の訪問看護を行って
いる。自宅に帰ると嚥下機能が改善する患者がい
るため、退院後も嚥下機能に合わせて食形態やケ
ア方法を変更するなどの継続した支援が必要だと
感じていた。そこで病院と歯科医師会との連携を
見直し、既存の入院患者の病院への訪問診療に加
え当院を退院する摂食嚥下障害のある患者の継続
的なモニタリングを歯科医師会に依頼することで
継続した地域支援ができる仕組みをつくった。
　いつ、どのタイミングで病院受診をすればいい
のかわからないということについては、地域の医
療・介護職の連携を強化し、食べる支援をする側
の支援をしていこうと医療介護職向けセミナーを
開催。さらに多職種連携には住民協力も重要とい
うことで2019年から住民向けセミナーを開催。セ
ミナーの日程調整は役場の保健師が行ってくれ、
嚥下プロジェクトチームに行政が加わったことで
活動の幅が広がった。
図表２は、私が嚥下プロジェクトチーム活動を
通して学んだ地域での歯科を含めた多職種連携の
ポイントである。幸せなことに私の町には、私の
やりたいことを全力で応援してくれる歯科医師が
いて、いまがある。しかし全国には摂食嚥下障害
の認定看護師は1,200名近くいるが、一般業務に明
け暮れている例が少なくない。認定看護師として
の活動の幅が広がることが多くの方の口から食べ
ることの支援につながると私自身は思っている。

　ここでは嚥下のことはおいて、お口のケアの話

を中心にしたい。ヴァージニ
ア・ヘンダーソンという、ナイ
チンゲールに並ぶ看護の神
様みたいな方が「患者の口
腔内の状態は看護の質を
最もよく表すもののひとつで

ある」と言われているが、私はそれが「病院の質を
表す」と考えている。
　周術期の口腔機能管理は、医科と歯科両方にま
たがって保険算定をする。通常は、保険診療は医
科診療と歯科診療は全然交わらないので、それが
交わって両方で算定ができるシステムをつくった
というのは画期的だった。急性期、回復期、慢性
期・維持期において、常に最初から最後まで歯科
医師、歯科衛生士がずっとかかわりをもっていく
ことが非常に理想的だと思う。
　周術期等口腔機能管理加算が保険収載されたこ
とは、医科・歯科の垣根を越える画期的な出来事
であったが、その恩恵を受けるのは、がん周術期
患者、心臓血管外科手術患者、整形外科手術患
者、骨髄移植患者、脳卒中手術患者などと極めて
限られているため、これに該当しないその他多く
の患者へも目を向ける必要がある。
　脳卒中の患者が急性期病院を退院するときに自
分で口腔ケアができる人は３分の１しかいない。
残りは部分介助、全介助である。また回復期病院
を退院するときに、食事形態を変えてもまったく
食べられない人が10％弱いる。食べられる口づく
りの最初である口腔ケアがうまくできていない人
がいかにいるかということが問題だと思う。歯科
的な介入があることが、機能改善やQOLの改善
につながることがわかっているので、いろいろな
ところに入りたいと思っている。
　口腔インストラクターの養成研修会のグループ
ワークで医科歯科連携の問題点について議論した
ところ、相互のコミュニケーションが一番の課題
と感じられた。「脳卒中においては急性期～回復
期・維持期のすべての経過で歯科医師・歯科衛生
士など専門職の積極的な関わりが必要と思われ
る」と私は書いたのだが、脳卒中に限らず多くの
いま入院している、あるいはケアを受けている方

たちに医科歯科相互に連携をとって、まずは食べ
られる口づくりと肺炎の予防、そして最終的には
食べられる、飲み込み、嚥下といったことを続け
てやっていくことが必要だと思う。

●吉田氏：地域に関して言うと、核になってくれ
る歯科医師は増えてきている。例えば嚥下に興味
をもっている、あるいは在宅に興味をもってくれ
ている、動いてくれる歯科医師はそれなりに増え
てきているので、そういう人とうまく連携をとっ
てもらえると嬉しい。
●折出氏：介助が必要な患者が果たして退院後も
口腔が維持できているかが心配である。退院支援
までは行われているが、退院後１年２年経って、
その方がいかに管理されているのかが追えていな
い。今後の私の課題としては退院後訪問に歯科衛
生士も同行して口腔ケアができているかどうかを
確認していきたいと思っている。
●藤澤氏：認定看護師のいる病院でも患者のお口
のなかがきれいではない。このコロナ禍の３年間
で看護師が別のところに力をとられていて口のな
かが汚くなっている。いかに病院内の口腔ケアを
立て直していくかということを考えている。
●高畠座長：大学病院で学生に言うのだが、「い
まから１週間歯磨き禁止ね。口のなかをゆすいで
もダメ」と。学生は「えっ！」となるが、いま実
習で見てきた病棟の人たちはそんな人ばかりであ
る。それを学生に気づいてもらう。口のなかはこ
うなっているんだよと。そういうことは若いとき
から、広くいろいろなところで経験することがと
ても大事だと思っている。恐らくそういうことが
将来的に医科歯科連携の促進につながるのではな
いかと思っている。

●糸田座長：今後、積極的
に医科歯科連携を進めて、
患者のまだ見えていないとこ
ろも歯科医師とあわせて、あ
るいは歯科医師サイドからも
みていただければと思う。
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